
第１３回“日本の食品”輸出 EXPO WINTER 

「大分市ブース」出展事業 実施要領 

 

１ 目的 

  世界に誇る“日本の食品”が一堂に出展し、日本にいながら 60 ヶ国の海外バイヤー・国

内の輸出商と直接商談できる、海外の販路開拓のための展示会「“日本の食品”輸出

EXPO」に大分市ブースを設置し、市内の中小事業者および個人事業主の海外販路拡

大に向けての取組を支援する。 

 

２ 「第 13回“日本の食品”輸出 EXPO WINTER」概要 

会期：令和 8年 11月 11日（水）～13日（金） 10時～17時 

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3丁目 11-1） 

主催：RX Japan 合同会社 

    

３ 募集内容（大分市ブース） 

募集事業者数：2事業者（１事業者につき 1ブース 間口 3ｍ×奥行 2.7ｍ） 

出品対象品目：食品全般（調味料、菓子類、飲料、その他加工食品等） 

 

４ 募集期間 

  令和 8年 5月２０日（水）～６月 1９日（金）※必着 

 

５ 応募対象者 

  大分市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者※ 

※中小企業者 

産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第２３項に規定する中小企業者を

いう。ただし、次に掲げるものを除く。 

⚫ 発行済株式の総数の２分の１以上を同一の大企業等（中小企業者以外の企業をいう。

以下同じ。）が所有し、または出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業等が出

資している者 

⚫ 発行済株式の総数の３分の２以上を大企業等が所有し、または出資金額の総額の３

分の２以上を大企業等が出資している者 

⚫ 大企業等の役員または職員を兼ねている者の数が、役員総数の２分の１以上を占め

ている者 

 

 

 

 



６ 参加条件 

・海外市場への販路拡大に取り組む意欲があること 

・出品商品が食品関連法令等を遵守したものであること 

・原則 3 日間とも出展し、説明員（商談できる者）の常駐が可能であること。また、前日設

営の対応も可能であること 

・本事業終了後も取組の進捗状況（商談件数、成約件数・金額等）のヒアリングに協力でき

ること 

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２ 

項に掲げる暴力団およびこれらの利益となる行動を行っていない者 

 ・市税を滞納していないこと 

 ・主催者（RX Japan株式会社）が規定する展示会規約を遵守すること 

 

７ 費用負担区分 

 大分市：小間料及び基本装飾料（壁面パネル、社名板、社名文字、カーペット、電気工事、

テーブル 1台、イス 4脚、受付カウンター、パイプイス 1脚、カタログスタンド、

ごみ箱、展示台）、EXPO Master料（出展者必須のデジタル活用サービス、ベ

ーシックプラン）【通常負担額 847,000円／ブース】 

事業者：上記以外の費用（例：英語版資料作成費（必須）、英語通訳常駐費（必須）、小間

独自装飾料（ポスター・のぼり等）、追加レンタル備品費、調理を伴う場合の流

し台設置費、交通費、宿泊費、輸送費、サンプル商品 等） 

 

８ 留意事項 

 ・出展決定後の辞退は不可とする。万が一、辞退した場合は、展示会規約に規定される解約 

料を徴収する。 

 ・展示スペースの転貸は不可とする。 

 ・展示スペースの配置は本市が決定する。 

 ・天災、交通機関の遅延、社会不安等の不可抗力によって生じた出展者及び関係者の損害に 

ついて、本市は一切責任を負わない。 

 ・出展申込状況等について、各支援機関等と情報共有をすることがある。 

 ・参加事業者が負担する経費について、「大分市販路拡大チャレンジ補助金」への申請は不可

とする。 

・本事業を実施するに当たり、随時本市と協議を行うとともに、進捗に応じて本市に報告を行

うなど緊密な連携を図ることとし、疑義が生じた事項又は本実施要領に定めのない事項に

ついては、本市と協議のうえ、これを定めることとする。 

 

 

 



９ 応募方法等 

（１） 応募書類 

① 第１３回“日本の食品”輸出 EXPO WINTER「大分市ブース」出展申込書 

② 上記①の出展申込書に記載された必要書類 

③ 暴力団排除に関する誓約書 

④ 市税に滞納がないことを証明する書類の写し（３か月以内に発行されたもの） 

(例)市税完納証明書の写し 

 

（２） 提出先 

大分市創業経営支援課（メール、郵送、持参） 

TEL：０９７－５３７－５８７５ 

〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号 

Mail：hanro@city.oita.oita.jp 

※メール、郵送の場合、提出後、必ず創業経営支援課（５３７－５８７５）までご連絡く

ださい。 

 

 

１０ 出展事業者決定方法 

提出された応募書類をもとに、出展事業者を決定する。 

結果は、全応募者へ通知する（令和 8年７月上旬ごろ）。 


